
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度改定に伴う 

各種操作方法について 
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（1） 地域区分の設定方法について                            
 

  バージョンアップ時に事業所マスタの事業所番号の頭２桁（都道府県番号）と住所から 

 自動的に平成 27 年 4 月１日付で新しい地域区分（参考資料をご参照ください）を設定します。 

 

 

■手動での設定について 

 住所に正しい市町村名が設定されていない場合、新しい地域区分が「その他」に設定されています。 

 手動による設定が必要な場合は下記手順を参考に設定を行って下さい。 

 

《メニュー》 

 【Quick けあ】  基本情報->事業者->介護サービス事業者  

 【Quick けあ２】ヘッダメニュー->マスタ->自事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ住所欄に市町村名を入力します。 

ⅲ“地域区分適用地域に従って設定する”を押下します。 

ⅳ“はい”を押下します。 

ⅰ対象事業所を“編集”で開きます。 
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補足：地域区分の一括設定について 

複数の事業所に対して一覧画面より一括して地域区分を設定することも可能です。 

 

《メニュー》 

【Quick けあ】  基本情報->事業者->介護サービス事業者  

【Quick けあ２】ヘッダメニュー->マスタ->自事業所 

 

① 事業者マスタ画面の左下にある“体制設備／地域区分一覧入力”を押下します。 

 

 

 

 

 

 

② 設定対象サービス事業所を選択し画面右側に表示された地域部分をダブルクリックし 

該当の級地の設定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画面下の“処理メニュー”よりチェックしたサービス事業所に対して一括設定する方法もあります。 

ⅰ“地域区分”のタブを選択します。 

ⅲ該当の級地をダブルクリックします。 

ⅱ平成 27 年 04 月を選択します。 

ⅱ“処理メニュー”を押下し一括設定する級地を選択します。 

※住所に市町村名が正しく入力されている状態であれば 

 “地域区分適用地域に従って自動設定”を選択することで 

 市町村名より自動設定することも可能です。 

ⅰ同じ級地を設定する事業所にチェックします。 
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（2） 体制設備の設定方法について                             
 

改定版へのバージョンアップ後、サービス事業の異動履歴に、異動日が「平成 27 年 4月 1日」の 

データが自動的に追加されます。今回の制度改定で新たに追加された体制設備等の設定を必要に 

応じて行ってください。 

 

《メニュー》 

 【Quick けあ】  基本情報->事業者->介護サービス事業者  

 【Quick けあ２】ヘッダメニュー->マスタ->自事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ⅱ対象サービスを“編集”で開きます。 

ⅰ対象事業所を“編集”で開きます。 

“平 27.04.01”の履歴が追加されています。 

ⅲ必要に応じて体制設備を設定します。 

※新規に追加されたものは未設定の“！”が 

表示されます。 

 ※バージョンアップ時に異動日が「平成 27 年 4 月 1 日」以降の履歴が登録されている場合は削除されます。 
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補足：体制設備の一括設定について 

複数の事業所に対してサービス種類別に一覧画面より一括して体制設備を入力することも可能です。 

 

《メニュー》 

【Quick けあ】  基本情報->事業者->介護サービス事業者  

【Quick けあ２】ヘッダメニュー->マスタ->自事業所 

 

③ 事業者マスタ画面の左下にある“体制設備／地域区分一覧入力”を押下します。 

 

 

 

 

 

 

④ サービス種類を選択後、画面左側の体制設備を選択し画面右側に表示された事業所に対して 

ダブルクリックで体制設備の設定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画面下の“処理メニュー”よりチェックしたサービス事業所に対して一括設定する方法もあります。 

ⅰ“体制設備”のタブを選択します。 

ⅳ設定する体制設備をダブルクリックで

選択します。（緑矢印が表示） 

ⅴ“あり”または“なし”をダブルクリックで 

選択します。 

※新規に追加されたものは未設定の“！”が 

表示されます。 

ⅲ対象のサービス種類を選択します。 

ⅱ平成 27 年 04 月を選択します。 

ⅱ“処理メニュー”を押下し一括設定する 

表示された内容をクリックします。 

 

ⅰ同じ内容を設定するサービス事業に 

チェックを行います。 
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（3） 請求情報の登録について                              
 

下記の加減算項目が新しく請求情報画面より設定することができるようになっております。 

 該当するサービス種類に対して加減算項目を設定する場合は異動情報より登録を行います。 

 

[請求情報に登録できるサービス種類別の加減算項目一覧] 

コード サービス種類 加減算項目 

14 訪問リハビリ 短期集中リハビリテーション実施加算 

15 通所介護 認知症加算 

  個別機能訓練加算 

21 短期入所生活介護 医療連携強化加算 

  長期利用者に対する短期入所生活介護 

24 介護予防短期入所生活介護 個別機能訓練加算 

33 特定施設入居者生活介護 

認知症専門ケア加算 35 介護予防特定施設入居者生活介護 

36 地域密着型特定施設入居者生活介護 

68 

69 

79 

小規模多機能(短期利用) 

介護予防小規模多機能(短期利用) 

複合型サービス（短期利用） 

定員超過 

人員基準欠如（介護従業者） 

76 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
同一建物居住者減算 

77 複合型サービス 

51 

52 

53 

54 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護療養施設 

地域密着型介護老人福祉施設 

経口維持加算Ⅰ（平 27.04.01～） 

経口維持加算Ⅱ（平 27.04.01～） 

口腔衛生管理体制加算（平 27.04.01～） 

口腔衛生管理加算 （平 27.04.01～） 

 

 

■【Quick けあ２】の場合 

《メニュー》  利用者情報->異動情報 （例：ショートステイの場合） 

 

① 異動情報で利用者を選択し“請求情報”を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ“請求情報”を押下します。 

ⅰ利用者を選択します。 
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② 請求情報画面で“新規”を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 請求情報の設定画面にて該当する加減算項目を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“新規”を押下します。 

ⅰサービス種類とサービス事業を選択します。 

ⅳ基本的に変更する必要はありません。 

ⅴ算定期間を選択します。 

※期限が決まっているものについては、チェック

ボックスにチェックし終了日を入力します。 

 

ⅱ算定項目を選択します。 

※選択できる項目は前ページの 

一覧表をご参照ください。 

ⅲ平成 27 年 4 月 1 日以降を選択

します。 
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■【Quick けあ】の場合 

《メニュー》  基本情報->利用者->利用者 （例：ショートステイの場合） 

 

① 対象者を“編集”で開き“介護報酬算定情報”の“請求情報（H24.4～）”で“新規”を 

押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 請求情報の設定画面で該当する加減算項目を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ利用者を選択します。 

ⅰサービス種類とサービス事業を選択します。 

ⅳ基本的に変更する必要はありません。 

ⅴ算定期間を選択します。 

※期限が決まっているものについては、チェック

ボックスにチェックし終了日を入力します。 

 

ⅱ算定項目を選択します。 

ⅲ平成 27 年 4 月 1 日以降を選択

します。 

ⅱ“新規”を押下します。 



 9 

 

（4） 週間サービス計画表および月間スケジュールの作成について               
   

【居宅介護支援、地域包括支援センター、小規模多機能型居宅介護の場合】 

 

■週間サービス計画表について 

改定で追加される加減算項目を反映した週間サービス計画表を新たに作成する場合は、 

“複写”で週間サービス計画表を作成する必要があります。 

 

《メニュー》 

【Quick けあ】  居宅介護支援（介護予防支援）->ケアプラン->週間サービス計画表  

【Quick けあ２】運用業務->ケアマネジメントメニュー->週間スケジュール 

 

① 週間サービス計画の履歴を選択し“複写”を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② “選択”を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“複写“を押下します。 

“選択“を押下します。 
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③ 制度切替が「平成 27 年 4 月以降」と設定されていることを確認し、必要に応じて週間サービス

計画表の作成を行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“平成 27年 4 月以降”が表示 

改定後の加減算項目およびサービス

コードが表示されます。 

■訪問介護２０分未満の「頻回」について 

”身体介護（２０分未満）”と”身体介護”の介護内容区分の加減算項目に追加された 

”頻回訪問”をチェックするとサービスコードが変更されます。 

 

介護内容区分 

①身体介護（２０分未満） 

②身体介護 

「頻回訪問」をチェックします 

サービスコードが切り替わります 
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■ 月間スケジュールについて 

バージョンアップ前に平成 27 年 4 月以降の月間スケジュールを作成している場合は、直接月間スケ 

ジュールを修正するか、改定パッチ適用後に新しく作成した週間サービス計画表を月間スケジュール 

に展開してください。平成 27 年 3 月で終了となる加減算項目は自動的に削除されています。 

  

《メニュー》 

【Quick けあ】  居宅介護支援（介護予防支援）->月間スケジュール->月間スケジュール管理 

【Quick けあ２】運用業務->ケアマネジメントメニュー->月間スケジュール 

 

例）月間スケジュール（NEW）画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法② 

直接月間スケジュールを修正する 

方法① 

改定パッチ適用後に新しく作成した 

週間サービス計画表を展開する 
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【訪問介護系サービスの場合】 

 

■週間サービス計画表について 

改定で追加される加減算項目を含めた週間サービス計画表を新たに作成する場合は、“複写”で 

週間サービス計画表を作成する必要があります。※週間スケジュール設定時に利用者個別に算定する 

加減算項目に変更がなければ本作業は必要ありません。 

 

《メニュー》 

【Quick けあ】  訪問介護＋->サービス利用者->週間サービス計画表  

【Quick けあ２】運用業務->ケアマネジメントメニュー->週間スケジュール 

 

① 週間サービス計画表の履歴を選択し「複写」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 算定基準日が「平成 27 年 4 月～」と設定されていることを確認し、必要に応じて変更を 

行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“複写“を押下します。 

算定基準日が“平成 27 年 4 月～”に設定 
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■ 月間スケジュールについて 

バージョンアップ前に平成 27 年 4 月以降の月間スケジュールを作成している場合は、直接月間スケ 

ジュールを修正するか、バージョンアップ後に新しく作成した週間サービス計画表を月間スケジュー 

ルに展開してください。平成 27 年 3 月で終了となる加減算項目は自動的に削除されています。 

※自事業所に居宅介護支援がある場合は、改定内容を反映した予定を取込む運用でも問題ありません。 

  

《メニュー》 

【Quick けあ】  訪問介護＋->月間スケジュール->利用者スケジュール管理  

【Quick けあ２】運用業務->ケアマネジメントメニュー->利用者スケジュール 

 

例）月間スケジュール（NEW）画面 

  

  

  

 

方法② 

直接月間スケジュールを修正する 

方法① 

・バージョンアップ後に新しく作成した週間サービス計画表から作成する 

・自事業所の居宅介護支援から改定内容を反映した予定を取込む 

 

■訪問介護２０分未満の「頻回」について 

”身体介護（２０分未満）”と”身体介護”の加減算項目の”頻回訪問”をﾁｪｯｸするとサービスコードが変更されます。 

 

【表形式等の編集画面】                           【カレンダー②画面】      
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【通所介護系サービスの場合】 

 

■週間サービス計画表について 

改定で追加される加減算項目を含めた週間スケジュールを新たに作成する場合は、週間スケジュー 

ル変更が必要です。※週間スケジュール設定時に利用者個別に算定する加減算項目に変更がなければ 

本作業は必要ありません。 

 

《メニュー》 

【Quick けあ２】  利用者情報->異動情報 

 

① 画面下の“新規”を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 異動日を“平成 27 年 4 月 1 日”に設定し、異動区分は“週間スケジュール変更”を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“新規“を押下します。 

ⅰ平成 27 年 4 月 1 日に変更します。 

ⅱ週間スケジュール変更を選択

します。 

週間スケジュール変更登録時の注意点について 

欠席や利用変更等の情報が平成 27 年 4 月 1 日以降の 

異動日で週間スケジュール変更の履歴が登録されている場合は、

履歴の日付が前後しないよう平成 27 年 5 月 1 日等の翌月からの異

動日で登録を行って下さい。 

今回追加された加算項目については、大変申し訳ございませんが

サービス実績画面で直接入力して頂きますようお願い致します。 
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③ 登録されている週間パターンのうち１つを選択し、“編集”を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 加減算項目で変更します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ すべての曜日で変更が終了したら登録します 

 

 

 

 

ⅰ選択します。 

ⅱ編集を押下します。 

ⅰ4 月から増えた加算・減算の項

目をチェックします。 

ⅱ設定を押下します。 

※週間パターンに登録されている曜日が複数ある場合は、すべての曜日で③④の操作を

行ってください。 

ⅰ“登録”を押下します。 

 “登録しますか？”の画面が表示されたら

“はい”を選択します。 
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■ 月間算定実績の作成について 

バージョンアップ前に平成 27 年 4 月以降の月間スケジュールを作成している場合は、直接月間スケ 

ジュールを修正するか、バージョンアップ後に新しく作成した週間スケジュールを月間スケジュール 

に展開してください。平成 27 年 3 月で終了となる加減算項目は自動的に削除されています。 

※自事業所に居宅介護支援がある場合は、改定内容を反映した予定を取込む運用でも問題ありません。 

 

《メニュー》 

【Quick けあ】  通所介護->月間スケジュール->利用者スケジュール管理 

【Quick けあ２】請求->サービス実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要時応じて、“処理メニュー”から 

【実績作成】異動情報／食事オーダー／ケア記録から作成 

もしくは 

【予定作成】異動情報／食事オーダー／ケア記録から作成 

を行って下さい。 

※直接手動で月間スケジュールを修正する場合は、「処理メニュー」の実行は不要です。 

 手修正した後に「処理メニュー」を実行すると手修正したデータが上書きされますのでご注意ください。 
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（5） 月間算定実績の作成について                              
 

事業者マスタの体制設備や請求情報を必要に応じて修正後、再度実績の作成を行って下さい。 

  

《メニュー》 

【Quick けあ】  施設サービス->月間算定実績->月間算定実績 

【Quick けあ２】請求->サービス実績 

 

例）サービス実績画面（Quick けあ２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）月間算定実績画面（Quick けあ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要時応じて、“異動情報／食事オーダーから

作成”を行って下さい。 

必要時応じて、“利用状況／外泊・入院情報より

作成”を行って下さい。 
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（6） 住所地特例の設定について                              
 

ご利用者が保険者と異なる市町村に所在する施設に入所（入居）された状態で 

地域密着型サービスを受け住所地特例対象者となった場合には以下の作業をお願い致します。 

※住所地特例については「Quick けあ２」のみの対応となります。なお、住所地特例対象者が 

いない場合は、本作業を行う必要はありません。 

  

 <対象となるサービス> 

 

 

 

 

 

 

 

 ■作業１：住所地特例のメニューを操作するシステムユーザーに追加する 

 

《メニュー》マスタ->システムユーザー 

      

① “マスタ”から“システムユーザー”を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 住所地特例の保険者を入力するユーザーを「編集」で開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

②夜間対応型訪問介護 

③認知症対応型通所介護 （予防含む） 

④小規模多機能型居宅介護 （予防、短期利用含む） 

⑤複合型サービス（短期利用含む） 

ⅱ「システムユーザー」を押下します。 

ⅰ「編集」を押下します。 

ⅰ「マスタ」を押下します。 

ⅰメニューを追加するユーザーを選択します。 
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③ ”メニューに関すること”を選択し、画面左側のメニュー分類で該当のサービスを選択します。 

その後、画面右側で”利用者情報”を選択後に「新規」を押下します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ルートの「共通⇒共通」の中にある”住所地特例”を選択し「設定」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 元の画面に戻ってきたら「保存」を押下します。 

 

 

 

 

ⅰ“メニューに関すること”を選択します。 

ⅱ“メニュー分類“を選択します。 

ⅲ“利用者情報”を選択します。 

ⅳ「新規」を押下します。 

ⅰ“住所地特例”を選択します。 

ⅱ「設定」を選択します。 

「保存」を押下します。 
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 ■作業２：住所地特例の施設所在地保険者や期間を設定する 

 

《メニュー》利用者情報->住所地特例 

 

① 利用者を選択し「新規」を押下します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ”期間”および施設の所在する”保険者”を設定し「登録」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ利用者を選択します。 

ⅱ「新規」を押下します。 

ⅰ“適用期間”および“施設所在保険者”を 

 設定します。 

※選択する保険者が一覧にない場合は 

 “施設所在地保険者”の見出しを押下し、 

 保険者の情報を追加して下さい。 

ⅱ「登録」を押下します。 

【補足】 

要介護認定情報に登録した介護保険証に記

載されている“保険者”と、住所地特例に登録

した施設所在地の“保険者”が異なる場合に反

映されます。 

住所地特例の対象となるかどうかは、お客様

側で確認し登録を行って下さい。 

例）同じ市の中で保険者が分かれている場合 

福岡市（東区）と福岡市（西区） 
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③ 通常通りレセプトを自動作成すると“（住所地特例対象者）給付費明細欄”に明細が取り込まれます。 

 

    【参考：介護給付費明細書（様式２）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定情報に登録した介護保険証に記載されている 

“保険者”と、住所地特例に登録した施設所在地の“保険者”

が異なる場合のみ、反映されます。 
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【補足】地域密着型サービス（月定額・日割り・公費あり）の請求を行う場合 

 

例） 

・月通じて定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用 

・4/16 に公費摘要開始（日割り事由に該当） 

・4/21 に住所地特例対象施設に入所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《メニュー》  利用者情報->異動情報  

 

① 異動情報で利用者を選択し“請求情報”を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 請求情報に、それぞれの期間に分割して基本サービスを登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/16 公費適用 

4/21 施設入所 

平成 27 年 4 月 

定期巡回訪問 

ⅱ“請求情報”を押下します。 

ⅰ利用者を選択します。 

住所地特例対象施設入所後の 4月 21 日～ 

4 月 1 日～15 日の公費適用まで 

4 月 16 日の公費後～20日の住所地特例 

対象施設入所の前まで 
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③ レセプトを自動作成すると以下の通り作成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所地特例対象施設入所前の日数分が取り込まれます。 

※公費も適用日数に合わせて取り込まれます。 

住所地特例対象施設入所後の日数分が取り込まれます。 

※公費も適用日数に合わせて取り込まれます。 

※加算は月末の状況で取り込まれます。 
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（7） 介護報酬算定情報（摘要記載欄）の設定について                    
 

  今回新しく追加された加減算項目等のうち、レセプトへの摘要記載欄への記入が必要な項目があります。 

必要に応じて以下の設定をお願い致します。 

 

■【Quick けあ２】の場合 

《メニュー》  利用者情報->異動情報  

 

① 異動情報で利用者を選択し“請求情報”を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② “介護報酬算定情報”より摘要内容を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ利用者を選択します。 

ⅱ“利用者を編集”を押下します。 

①療養機能強化型の基本サービスを算定する場合 

②医科診療報酬における診断群分類（DPC）コード※ 

 

※平成 27 年度中においては、適切なコーディングが困難な場合、

XXXXXX と入力してください。  

 

医療連携強化加算を算定する場合 

【Quick けあ】をご使用の場合は、大変申し訳ございませんが 

レセプト作成後に個別編集画面より手入力となります。 
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【参考】 

■介護療養型医療施設（短期入所療養介護を含む） 

 療養機能強化型の基本サービスを算定する場合の摘要記載内容（平 27.4.1～） 

 

 

 

■短期入所生活介護  

医療連携強化加算を算定する場合の摘要記載内容（平 27.4.1～） 

 

区分 摘要記載内容 

イ 喀痰吸引を実施している状態 

ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

ハ 中心静脈注射を実施している状態 

ニ 人工腎臓を実施している状態 

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

ヘ 人口膀胱又は人口肛門の処理を実施している状態 

ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

チ 褥瘡に対する治療を実施している状態 

リ 気管切開が行われている状態 

区分 摘要記載内容 

イ NYHA 分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態 

ロ Hugh-Jones 分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する１週間以上人工呼吸器を必要としている状態 

ハ A 各週２日以上の人工腎臓の実施が必要／常時低血圧（収縮期血圧が 90mmHg 以下） 

ハ B 各週２日以上の人工腎臓の実施が必要／透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの 

ハ C 各週２日以上の人工腎臓の実施が必要／出血性消化器病変を有するもの 

ハ D 各週２日以上の人工腎臓の実施が必要／骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの 

ニ Child-Pugh 分類Ｃ以上の肝機能障害の状態 

ホ 連続する３日以上、JCS100 以上の意識障害が継続している状態 

ヘ 
単一の凝固因子活性が 40%未満の凝固異常の状態。なお、入院中に検査を複数回行う場合、当該基準値を下回る

結果が一度以上得られれば、当該基準に適合する者として取り扱うものであること。 

ト 
現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥

が認められる（喉頭侵入が認められる場合を含む。）状態 

チ 認知症であって、悪性腫瘍と診断された者 

リ A 
認知症であって、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病）と診断

された者 

リ B 
認知症であって、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群）と診断さ

れた者 

リ C 認知症であって、筋萎縮性側索硬化症と診断された者 

リ D 認知症であって、脊髄小脳変性症と診断された者 

リ E 認知症であって、広範脊柱管狭窄症と診断された者 

リ F 認知症であって、後縦靱帯骨化症と診断された者 

リ G 認知症であって、黄色靱帯骨化症と診断された者 

リ H 認知症であって、悪性関節リウマチと診断された者 

ヌ 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢｂ、Ⅳ又は M に該当する者 
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（8） 特定施設入居者介護サービス費の負担額変更について 

平成 27 年 4 月 1 日より、利用者負担第 2段階と 3 段階の多床室の負担額が 320 円から 370 円に 

 変更となります。バージョンアップ後、特定入所には自動的に新しい負担限度額が設定されますが、 

多床室の利用料金マスタの単価は手動で変更する必要がありますので、該当する場合のみ以下の 

作業をお願い致します。 

 

 

■例：バージョンアップ後の状態（メニュー:利用者情報->特定入所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※多床室がある場合は、次ページの利用料金マスタの設定もご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 4月 1日からの履歴が追加されています。 

多床室の負担限度額が“370 円”に設定されています。 
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■多床室の利用料金マスタの変更（多床室の単価を 370 円に変更する）について 

 

① 多床室の利用料金を「編集」で開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「複写」を押下し、適用開始日に 2015/04/01 を設定し、単価に 370 円を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「編集」を押下します。 

平 27.04.01 の履歴が追加された状態になります。 

ⅰ「複写」を押下します。 

ⅱ適用開始日に“2015/04/01”を設定します。 

ⅲ単価に“370 円”を設定します。 

ⅳ「保存」を押下します。 
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【その他】他特定入所者介護サービス費の基準超過額対応について                      

 

”食事”や”居住費”の料金が国の基準額を超えた場合には補足給付の対象にならないことから 

国の基準額を超過した場合（負担段階１～３が対象）は、利用者請求書の作成時に超過分を自動的に 

”基準費用超過控除額”として相殺する対応をしております。 

 

例）食費一日の基準額 1380 円／施設の食費が一日 1500 円（朝 500 円、昼 500 円、夕 500 円） 

   利用者負担３段階の利用者が 4 日間全て食事を行った場合 

     

  [月間算定実績画面] 

 

 

 

 

 

 

  [利用者請求書] 

 

 

 

 

 

 

 

■設定方法について 

【Quick けあ】  システム管理->システム情報->システム設定  

【Quick けあ２】マスタ->環境設定（共通② 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

注意：バージョンアップ後の状態について 

補足給付対象の利用料金が利用料金集計に登録されている場合、現行の運用に影響しないよう本機能は無効に 

なっております。本機能を有効にしたい場合、現行の利用料金マスタの確認または調整を行う必要がありま

すので事前にヘルプデスクまでご連絡ください。 

※初回導入時や補足給付対象の料金が登録されていない場合は有効になります。 

基準額を超える料金が自動的に

「基準費用超過控除額」として 

相殺されます。 

利用負担４段階と１～３段階で料金を 

分ける必要がなくなります。 

チェックを外すと有効になります。 

本機能を既に運用している状態で 

バージョンアップを行うと、機能が自

動的に無効となってしまいますので、 

バージョンアップ前に必ず現行運用の

ご確認をお願い致します。 



【参考資料】　平成27年度から平成29年度までの間の地域区分の適用地域 株式会社ファティマ

上乗せ割合

地域 東京都 東京都 千葉県 埼玉県 茨城県 兵庫県
新宿区 狛江市 千葉市 さいたま市 龍ヶ崎市 尼崎市
港区 多摩市 東京都 千葉県 取手市 伊丹市
台東区 神奈川県 八王子市 船橋市 牛久市 川西市
墨田区 横浜市 武蔵野市 浦安市 つくば市 三田市
江東区 川崎市 府中市 東京都 守谷市 広島県
品川区 大阪府 調布市 立川市 埼玉県 広島市
目黒区 大阪市 町田市 昭島市 朝霞市 福岡県
大田区 小金井市 東村山市 志木市 福岡市
世田谷区 小平市 国立市 和光市
渋谷区 日野市 東大和市 新座市
中野区 国分寺市 神奈川県 千葉県
杉並区 稲城市 相模原市 成田市
豊島区 西東京市 藤沢市 佐倉市
北区 神奈川県 厚木市 習志野市
荒川区 鎌倉市 大阪府 市原市
板橋区 愛知県 豊中市 四街道市
練馬区 名古屋市 池田市 東京都
足立区 大阪府 吹田市 三鷹市
葛飾区 守口市 高槻市 青梅市
江戸川区 大東市 寝屋川市 清瀬市
中央区 門真市 箕面市 東久留米市
千代田区 四條畷市 兵庫県 あきる野市
文京区 兵庫県 神戸市 日の出町

西宮市 神奈川県
芦屋市 横須賀市
宝塚市 平塚市

小田原市
茅ヶ崎市
逗子市
大和市
伊勢原市
座間市
寒川町

滋賀県
大津市
草津市

京都府
京都市

大阪府
堺市
枚方市
茨木市
八尾市
松原市
摂津市
高石市
東大阪市
交野市

1級地 2級地 3級地

20% 16% 15%

4級地

12%

5級地

10%

1/2



【参考資料】　平成27年度から平成29年度までの間の地域区分の適用地域 株式会社ファティマ

その他

0%

宮城県 千葉県 三重県 和歌山県 北海道 千葉県 静岡県 滋賀県 岡山県 その他地域
仙台市 市川市 津市 和歌山市 札幌市 木更津市 袋井市 長浜市 岡山市

茨城県 松戸市 四日市市 橋本市 茨城県 野田市 裾野市 野洲市 広島県
水戸市 柏市 桑名市 広島県 結城市 茂原市 函南町 湖南市 東広島市
日立市 八千代市 鈴鹿市 府中町 下妻市 東金市 清水町 東近江市 廿日市市
土浦市 袖ヶ浦市 亀山市 福岡県 常総市 流山市 長泉町 京都府 海田町
古河市 酒々井町 滋賀県 春日市 笠間市 我孫子市 小山町 城陽市 坂町
利根町 栄町 彦根市 大野城市 ひたちなか市 鎌ヶ谷市 川根本町 大山崎町 山口県

栃木県 東京都 守山市 太宰府市 那珂市 君津市 森町 久御山町 周南市
宇都宮市 福生市 栗東市 福津市 筑西市 八街市 愛知県 大阪府 香川県
下野市 武蔵村山市 甲賀市 糸島市 坂東市 印西市 豊橋市 岬町 高松市
野木町 羽村市 京都府 那珂川町 稲敷市 白井市 一宮市 太子町 福岡県

群馬県 奥多摩町 宇治市 粕屋町 つくばみらい市 山武市 瀬戸市 河南町 北九州市
高崎市 神奈川県 亀岡市 大洗町 大網白里市 半田市 千早赤阪村 飯塚市

埼玉県 三浦市 向日市 阿見町 長柄町 豊川市 兵庫県 筑紫野市
川越市 秦野市 長岡京市 河内町 長南町 蒲郡市 姫路市 古賀市
川口市 海老名市 八幡市 八千代町 東京都 犬山市 加古川市 長崎県
行田市 綾瀬市 京田辺市 五霞町 瑞穂町 常滑市 三木市 長崎市
所沢市 葉山町 木津川市 境町 檜原村 江南市 高砂市
加須市 大磯町 精華町 栃木県 神奈川県 小牧市 稲美町
東松山市 二宮町 大阪府 栃木市 箱根町 新城市 播磨町
春日部市 愛川町 岸和田市 鹿沼市 新潟県 東海市 奈良県
狭山市 清川村 泉大津市 日光市 新潟市 大府市 天理市
羽生市 岐阜県 貝塚市 小山市 富山県 知多市 橿原市
鴻巣市 岐阜市 泉佐野市 真岡市 富山市 尾張旭市 桜井市
上尾市 静岡県 富田林市 大田原市 石川県 高浜市 御所市
草加市 静岡市 河内長野市 さくら市 金沢市 岩倉市 香芝市
越谷市 愛知県 和泉市 壬生町 福井県 豊明市 葛城市
蕨市 岡崎市 柏原市 群馬県 福井市 日進市 宇陀市
戸田市 春日井市 羽曳野市 前橋市 山梨県 田原市 山添村
入間市 津島市 藤井寺市 伊勢崎市 甲府市 清須市 平群町
桶川市 碧南市 泉南市 太田市 長野県 長久手市 三郷町
久喜市 刈谷市 大阪狭山市 渋川市 長野市 東郷町 斑鳩町
北本市 豊田市 阪南市 玉村町 松本市 豊山町 安堵町
八潮市 安城市 島本町 埼玉県 塩尻市 大口町 川西町
富士見市 西尾市 豊能町 熊谷市 岐阜県 扶桑町 三宅町
三郷市 稲沢市 能勢町 飯能市 大垣市 飛島村 田原本町
蓮田市 知立市 忠岡町 深谷市 静岡県 阿久比町 曽爾村
坂戸市 愛西市 熊取町 日高市 浜松市 東浦町 明日香村
幸手市 北名古屋市 田尻町 毛呂山町 沼津市 幸田町 上牧町
鶴ヶ島市 弥富市 兵庫県 越生町 三島市 三重県 王寺町
吉川市 みよし市 明石市 滑川町 富士宮市 名張市 広陵町
ふじみ野市 あま市 猪名川町 川島町 島田市 いなべ市 河合町
白岡市 大治町 奈良県 吉見町 富士市 伊賀市
伊奈町 蟹江町 奈良市 鳩山町 磐田市 木曽岬町
三芳町 大和高田市 寄居町 焼津市 東員町
宮代町 大和郡山市 掛川市 朝日町
杉戸町 生駒市 藤枝市 川越町
松伏町 御殿場市

※平成24年10月1日より、6級地の埼玉県の白岡町が白岡市に変更となっています。 ※平成25年1月1日より、7級地の千葉県の大網白里町が大網白里市に変更となっています。

7級地

3%

6級地

6%
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